
第3次丹波市教育振興基本計画

・教育基本法第17条第2項に規定された、丹波市の
教育振興のための施策に関する基本的な計画

・令和7年度から11年度の5年間







令和7年度 東小学校の学校経営について



創造

協働自立

キーワード つながる

「つながる」をキーワードに自立する
子どもを育て、家庭、地域と協働す
るコミュニティーを作り、様々なつな
がりを通して伝統を継承し、幸せに
つながる新たな教育を創造していく、
そんな学校を家庭・地域とつながり、
創ってまいりたいと思います。
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